
箕
面
市
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
に
お
け
る
指
定
第
一
号
事
業
者
の
指

定
等
に
関
す
る
要
綱

（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
箕
面
市
訓
令
第
十
四
号
）

改
正

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
箕
面
市
訓
令
第
十
六
号

改
正

平
成

三
十
年
三
月
二
十
三
日
箕
面
市
訓
令
第

五
号

改
正

令
和

二
年
三
月

九
日
箕
面
市
訓
令
第

四
号

改
正

令
和

三
年
三
月

十
九
日
箕
面
市
訓
令
第
十
七
号

改
正

令
和

六
年
三
月
二
十
九
日
箕
面
市
訓
令
第
三
十
三
号

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
要
綱
は
、
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
に
お
け
る
指
定
第
一

号
事
業
者
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
事
業
を
行
う
法
第
百
十

五
条
の
四
十
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
事
業
者
を
い
う
。
以
下
「
指
定
事
業

者
」
と
い
う
。
）
の
指
定
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
事
業
者
の
指
定
）

第
二
条

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
五
第
一
項
の
申
請
は
、
介
護
保
険
法
施
行
規
則

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
（
令
和
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

三
百
三
十
一
号
。
以
下
「
様
式
告
示
」
と
い
う
。
）
別
紙
様
式
第
三
号

に
よ
り
行

（四）

う
も
の
と
す
る
。

２

市
長
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
を
し
た
者
（
以
下

「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
指
定
事
業
者
の
指
定
の
適
否
を
審
査
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定
事
業
者
の
指

定
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

申
請
者
が
、
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
九
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ

れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
と
き
。



二

申
請
者
が
、
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
九
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の

処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に

よ
る
聴
聞
の
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を
し
な
い
こ

と
を
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省

令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
三

第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
で
、
当
該
届
出
の

日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

三

申
請
者
が
、
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
が
行

わ
れ
た
日
か
ら
当
該
検
査
の
結
果
に
基
づ
き
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
九
の
規

定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
と
し
て
通
知
し
た
当
該
期

日
ま
で
の
間
に
、
法
施
行
規
則
第
百
四
十
条
の
六
十
二
の
三
第
二
項
第
四
号
の
規

定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
者
で
、
当
該
届
出
の
日
か
ら
起
算
し
て
五

年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
。

四

申
請
者
が
、
指
定
の
申
請
前
五
年
以
内
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
に
関
し
、
不
正
又

は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
た
者
で
あ
る
と
き
。

五

申
請
者
が
、
前
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る

と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

３

市
長
は
、
指
定
事
業
者
の
指
定
に
係
る
事
業
所
が
本
市
の
区
域
外
に
あ
る
場
合
（
当

該
事
業
所
の
通
常
の
事
業
の
実
施
地
域
（
当
該
事
業
所
が
通
常
時
に
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
地
域
を
い
う
。
）
に
本
市
の
区
域
を
含
ま
な
い
場
合
に
限
る
。
）
は
、
当
該
事

業
所
の
利
用
者
に
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
に
基
づ

き
本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
が
含
ま
れ
て
お
り
、
か
つ
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定
事
業
者
の
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
事
業
所
が
、
そ
の
所
在
す
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
か
ら
指
定
事
業

者
の
指
定
（
当
該
市
町
村
の
指
定
基
準
が
本
市
が
定
め
る
指
定
基
準
と
同
等
以
上



で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
と
き
。

二

当
該
事
業
所
の
利
用
者
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
。

イ

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
害
者
で
、
住
民
基

本
台
帳
事
務
処
理
要
領
（
昭
和
四
十
二
年
自
治
振
第
百
五
十
号
等
自
治
省
行
政

局
長
等
か
ら
各
都
道
府
県
知
事
あ
て
通
知
）
に
基
づ
く
支
援
措
置
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
支
援
措
置
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の

ロ

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十

一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
相
手
方
で
、
支
援

措
置
を
受
け
て
い
る
も
の

ハ

高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
高
齢
者
虐

待
を
受
け
た
者
で
、
支
援
措
置
を
受
け
て
い
る
も
の

ニ

そ
の
他
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
市
長
が
認
め
る

者

４

市
長
は
、
指
定
事
業
者
の
指
定
に
よ
っ
て
箕
面
市
介
護
保
険
事
業
計
画
に
定
め
る

地
域
支
援
事
業
に
係
る
計
画
量
を
超
過
す
る
場
合
そ
の
他
の
本
市
に
お
け
る
地
域
支

援
事
業
の
円
滑
か
つ
適
切
な
実
施
に
支
障
が
生
じ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
指
定

事
業
者
の
指
定
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

５

市
長
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
し
た
結
果
、
指
定
事
業
者
の
指
定
を
す
る

と
き
は
事
業
者
指
定
通
知
書
（
様
式
第
一
号
）
に
よ
り
、
指
定
事
業
者
の
指
定
を
し

な
い
と
き
は
事
業
者
不
指
定
通
知
書
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
、
申
請
者
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
事
業
者
の
指
定
の
有
効
期
間
は
、
六
年
間
と
す
る
。

（
指
定
事
業
者
の
指
定
の
更
新
）



第
三
条

法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
六
第
一
項
の
更
新
の
申
請
は
、
様
式
告
示
別
紙

様
式
第
三
号

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（五）

２

前
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
指
定
事
業
者
の
指
定

の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「
事
業
者
指

定
通
知
書
（
様
式
第
一
号
）
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
者
指
定
更
新
通
知
書
（
様
式
第
三

号
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
等
）

第
四
条

指
定
の
申
請
事
項
の
変
更
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
様
式
告
示
別
紙
様
式
第

三
号

に
よ
り
、
事
業
の
廃
止
及
び
休
止
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
様
式
告
示
別
紙

（一）

様
式
第
三
号

に
よ
り
、
休
止
し
た
事
業
の
再
開
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
様
式
告

（三）

示
別
紙
様
式
第
三
号

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（二）

２

指
定
の
申
請
事
項
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
休
止
し
た
事
業
を
再
開
し
た
と

き
は
、
十
日
以
内
に
そ
の
旨
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
指
定
の
更
新
の
申
請
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

（
指
定
の
取
消
し
等
）

第
五
条

市
長
は
、
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
の
九
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
事
業
者
の

指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
事
業
者
指
定
取
消
通
知
書
（
様
式
第
四
号
）
に
よ
り
、

期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
事
業
者
の
指
定
の
全
部
又
は
一
部
の
効
力
を
停
止
し
た
と

き
は
事
業
者
効
力
停
止
通
知
書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
、
当
該
指
定
事
業
者
に
通

知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
情
報
の
公
表
及
び
提
供
）

第
六
条

市
長
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
各
規
定
に
よ
る
指
定
、
指
定
の
更
新
若

し
く
は
指
定
の
取
消
し
等
又
は
変
更
の
届
出
等
の
受
理
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指

定
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
等
に
係
る
事
業
者
に
関
す
る
情
報
の



う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
大
阪
府
、
国
民
健
康
保
険
団
体

連
合
会
そ
の
他
の
機
関
に
こ
れ
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二

申
請
者
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

三

指
定
年
月
日
、
指
定
更
新
年
月
日
又
は
指
定
取
消
年
月
日

四

事
業
開
始
年
月
日
又
は
事
業
終
了
年
月
日

五

運
営
規
程

六

介
護
保
険
事
業
所
番
号

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
適
当
と
認
め
る
情
報

（
委
任
）

第
七
条

こ
の
要
綱
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事

業
に
お
け
る
指
定
事
業
者
の
指
定
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
九
年
箕
面
市
訓
令
第
十
六
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
三
十
年
箕
面
市
訓
令
第
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
要
綱
の
施
行
の
際
現
に
指
定
事
業
者
の
指
定
を
受
け
て
い
る
者
の
当
該
指
定

の
有
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
令
和
二
年
箕
面
市
訓
令
第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
要
綱
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



（
経
過
措
置
）

２

こ
の
要
綱
の
施
行
の
際
、
現
に
改
正
前
の
箕
面
市
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総

合
事
業
に
お
け
る
指
定
第
一
号
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
要
綱
の
規
定
に
よ
り
さ

れ
た
申
請
は
、
こ
の
要
綱
に
よ
る
改
正
後
の
箕
面
市
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総

合
事
業
に
お
け
る
指
定
第
一
号
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
要
綱
の
規
定
に
よ
り
さ

れ
た
申
請
と
み
な
す
。

３

こ
の
要
綱
の
施
行
の
際
、
現
に
指
定
事
業
者
の
指
定
の
更
新
に
関
し
て
な
さ
れ
た

手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
要
綱
の
相
当
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
手
続
そ
の
他
の

行
為
と
み
な
す
。

４

こ
の
要
綱
の
施
行
の
際
、
改
正
前
の
様
式
第
一
号
に
よ
る
用
紙
で
現
に
残
存
す
る

も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則
（
令
和
三
年
箕
面
市
訓
令
第
十
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
要
綱
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
要
綱
の
施
行
の
際
、
改
正
前
の
様
式
第
一
号
、
様
式
第
二
号
の
三
、
様
式
第

三
号
及
び
様
式
第
四
号
に
よ
る
用
紙
で
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加

え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則
（
令
和
六
年
箕
面
市
訓
令
第
三
十
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
要
綱
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
要
綱
の
施
行
の
際
、
現
に
改
正
前
の
様
式
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
又
は
届
出

に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
様
式
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
又
は
届
出
と
み
な
す
。


